
田辺ファーマ健康保険組合理事長殿

【被保険者の情報】

【滅失した証に関する情報】

上記のとおり証を滅失した為、回収できません。

所在地

事業主 名 称

氏 名

退職・死亡など資格を喪失されたとき、ご家族の扶養をはずしたときに、当健保の高齢受給者証・
資格確認書が見つからず、返却できない場合に届出ください。
届出後に当該証が発見できた場合は自身で廃棄せず、適用事業所に直ちに返却ください。
なお、紛失や破損で再交付を申請する場合は、本届出は不要です。

健康保険 高齢受給者証・資格確認書回収不能届

被保険者
氏名 健康　治良

受付日付印

令和　7　年　6　月　5　日提出

被保険者
健康保険証
記号・番号

記号 番　　号

警察への届出

2025.11.01

上記に記載したとおり高齢受給者証・資格確認書を滅失いたしました。

なお、本届の申請後に発見したときには、直ちに返納いたします。

令和　7　年　　6　月　10　　日 届出 【 予定 　　　　】

滅失したとき
の状況

※滅失した日が
分かる場合は、
滅失日もご記入
ください

(返却しようと探したが見当たらなかった為  等）

扶養から外す手続きを行う際、返却しようとしたが、
見当たらなかったため。

*** *****

氏名 健康　知由
交付日・

資格取得日

いつ頃、交付された分ですか❓

令和
　　　　　　３　年　１２　　月　１　日

適用０８

記入不要（事業主記載欄）


	回収不能届

